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特定給食施設等栄養管理報告書

集計結果について

高松市保健所
健康づくり推進課 栄養係

特定給食施設等栄養管理報告書をご提出いただき、ありがとうございました。

報告書の集計結果から調理業務の状況、食塩相当量、災害時の対応、栄養情

報の提供について公開します。

今後の給食管理等にご活用ください。



調理業務の
状況について① 62%
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調理業務の
状況について② 79%
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施設外調理の内容
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「日本人の食事摂取基準（2025年版）」では、ナトリウム（食塩相当量）の目標量は、１日に

男性7.5g/日未満（１５歳以上）、女性6.5ｇ/日未満（12歳以上）とされています。

各施設で利用者の実態に見合った給与目標量を設定し、適切な栄養管理に努めてください。

食塩相当量の給与目標量に対する達成率について
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【集計条件】
・対象者が成人の施設を抜粋した。
・食塩相当量の給与栄養量のうち目標量、給与量のいずれかが無回答の場合は判定不能とした。
・提供回数が１日あたり１回と３回がある施設は延べ数を母数とした。
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備蓄品の有無

あり なし 無記入

非常時への
備えについて
～備蓄・マニュアル作成の状況～



備蓄の状況

病院・医院等の１日３食提供施設は9食（3日分）、幼稚園・保育所・児童福祉施設等の１日1食提供施設は

3食を備えている施設が多いという結果でした。

災害等発生時であっても栄養管理基準に沿った適切な栄養管理を行うため、平時から災害等発生時に

備え、食料品等の備蓄や対応方法の整理など、体制の整備に努めてください。
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※印は保・児福のみの調査項目

（施設）



健康増進法第21条第3項により「特定給食施設の設置者は（中略）厚生労働省令で定める基準に従って、

適切な栄養管理を行わなければならない」とされ、健康増進法施行規則（栄養管理基準）において「献立表

の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養

に関する情報の提供を行うこと」と定められています。

また、健康日本21（第3次）では「利用者に応じた食事提供をしている特定給食施設の増加」が目標と

なっています。

給食利用者が望ましい食習慣を身につけ、より健康的な生活を送るために必要な知識を習得する機会と

なるよう、各施設の実情に応じた媒体を活用し、知識の普及に努めてください。

栄養情報の提供について
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他の調査項目について確認したい場合は、下記までご連絡ください。

【問合せ先】

高松市保健所 健康づくり推進課 栄養係

TEL：087-839-2363（平日8：30-17：00）
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